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2020年度 2021年度 2022年度 2027年度

「ワーク・ライフ・バランス」の認知
度（言葉も内容も理解）
 出典：区民意識・実態調査

2016
年度

39.1% 48.0% 46.4% 50% 55% ・情報誌アンサンブル、パネル展、講座による啓発の充実
・ホームページ情報の精査及び充実

家庭生活における男女の地位が平等だ
と思う区民の割合
出典：区民意識・実態調査

2016
年度

36.6% 39.1% 39.6% 40% 45%
・男女共同参画週間講演会や講座による啓発の充実
・男女共同参画週間パネル展による啓発の充実
・情報誌アンサンブルによる啓発

職場における男女の地位が平等だと思
う区民の割合
出典：区民意識・実態調査

2016
年度

23.4% 26.6% 28.5% 30% 35% 区内経済団体、東京都と連携した、事業所向けワークライ
フバランス普及啓発講座の実施

区における女性管理職の割合
出典：人事分野調べ

2016
年度

22.2% 29.8% 26.6% 30% 35% ・「中野区職員のワーク・ライフ・バランスと女性活躍推進
計画」に定めた取組の実施

女性委員の比率が４割を満たす審議会
等の割合（委員３人の場合で男女比２
対１なら可）
出典：企画分野調べ

2017
年度

53.1% 48.3% 48.4% 60% 65%
・参画率調査の際に目標数値を明記し、周知を図る
・目標値に満たない審議会等所管課に対し、具体的な対
策等の提示を求める

区民と区長の対話集会に参加した女性
の人数
出典：企画分野調べ

2016
年度

177人 43人 173人 185人 195人 男女の区別のい無作為抽出で参加の呼びかけ通知を行
う

学校教育の場における男女の地位が平
等だと思う区民の割合
出典：区民意識・実態調査

2016
年度

44.3% 40.5% 34.7% 55% 67%

・男女共同参画週間講演会や講座による啓発の充実
・男女共同参画週間パネル展による啓発の充実
・若年層への啓発機会の拡充（区内小学校、中学校、高
校、大学等と連携した事業の実施）

地域の活動に参加した区民の割合
出典：健康福祉に関する意識調査

2017
年度

27.1% 19.6% － 40% 55%

・町会・自治会活動など地域の活動の広報の充実及び活
動への支援
・町会・自治会への加入促進に向けた取組
・区民活動運営委員会及び公益活動団体への支援

「男女共同参画社会」の認知度（聞い
たことがある人の割合）
出典：区民意識・実態調査

2016
年度

62.6% 68.9% 70.1% 66.5% 70% ・情報誌アンサンブル、パネル展、講座による啓発の充実
・ホームページ情報の精査及び充実

固定的な性別役割分担意識を持たない
人の割合
出典：男女共同参画意識調査

2016
年度

59.1% － － 65% 70% ・情報誌アンサンブル、パネル展、講座による啓発の充実
・ホームページ情報の精査及び充実

「ＤＶ防止法」の認知度（言葉も内容
も理解）
出典：男女共同参画意識調査

2016
年度

28.4% － － 29% 30%
・女性に対する暴力をなくす運動期間（１１月）関連事業
を中心に周知を図る
・ホームページ情報の充実

「デートＤＶ」の認知度（言葉も内容
も理解）
出典：区民意識・実態調査

2016
年度

32.9% 33.0% 33.6% 39% 45%
・若年層への啓発機会の拡充（区内小学校、中学校、高
校、大学等と連携した事業の実施）
・デートＤＶ防止啓発冊子の作成、配布

「セクシュアルハラスメント」の認知
度（言葉も内容も理解）
出典：男女共同参画意識調査

2016
年度

78.1% － － 85% 90%
・女性に対する暴力をなくす運動期間（１１月）関連事業
を中心に周知を図る
・ホームページ情報の充実

児童虐待件数のうち改善された割合
出典：子ども家庭支援センター調べ

2016
年度

38.5% 46.2% 67.0% 60% 80%
区が新たに設置する児童相談所機能と、現在の子ども家
庭支援センター機能を統合、一体的に運営することによ
り、切れ目のない効果的な相談・支援を行う

女性の労働力人口に占める正規雇用等
の割合（２５歳から４４歳）
出典：国勢調査

2015
年度

70.0% － 76.8% 75% 80%
就労意欲のある人が能力に応じて多様なな働き方がで
き、区内の事業者が優秀な人材を確保して事業を活性化
できるよう、ハローワークなどと連携した支援を実施する

経済的に困窮する女性を対象とした就
労支援を受け就労につながった女性の
割合
出典：生活援護分野調べ

2016
年度

58.7% 54.4% 71.4% 62.5% 65%

・中野就職サポート・中野就労セミナー・中野くらしサ
ポートが相互に連携しながら就労支援事業を実施してお
り、今後も連携体制を維持し、適切な支援を行っていく
・令和２年度より中野くらしサポートにおいて家計改善支
援事業を実施しており、更なる自立の促進を促していく

学校は自他の生命を大切にする心（態
度）を育てていると思う保護者の割合
出典：学校教育に関する保護者アン
ケート

2016
年度

小学校
78.8%

中学校
72.1%

小学校
72.5％
中学校

69.6％

小学校
74.7％
中学校

74.3％

小学校
100%

中学校
100%

小学校
100%

中学校 
100%

・人権教育及び道徳教育の一層の充実
・豊かな体験活動の充実

区の人権啓発事業に参加して、人権意
識が深まった人の割合
出典：企画分野調べ

201
７年度

86.0% － － 90% 95%
・中野地区人権擁護委員との連携により、パネル展示及
び啓発事業の内容を充実させる
・庁内の人権関係所管課と連携したパネル展等の実施

中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《成果指標一覧》

実績 計画における目標値

計画策定時
成果指標 2022年度の目標値達成に向けた取組内容

将
来
像
１
【
仕
事
と
生
活
】

～
自
分
ら
し
い
生
き
方
と
働
き
方
～

将
来
像
２
【
地
域
社
会
の
あ
り
方
】

～
男
女
が
と
も
に
参
画
す
る
地
域
社
会
～

将
来
像
３
【
安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
】

～
人
権
が
守
ら
れ
る
安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
～
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事業
番号 事 業 名 2021年度

実績評価

1 中野区イクボス宣言 Ａ　実施

2
ワーク・ライフ・バ
ランス、働き方改革
関連事業

Ｂ　全部もしくは
一部実施できな
かったが、次年度
以降に実施予定

3
中野区ファミリー・
サポート事業

Ａ　実施

4
子どもショートステ
イ

Ａ　実施

5 トワイライトステイ Ａ　実施

6 家族介護教室 Ａ　実施

7 介護予防講演会

Ｂ　全部もしくは
一部実施できな
かったが、次年度
以降に実施予定

8
女性の就労・再就職
支援事業

Ａ　実施

9
事業所における一般
事業主行動計画策定
の推進

Ｂ　全部もしくは
一部実施できな
かったが、次年度
以降に実施予定

10
区の管理職員におけ
る女性比率向上に向
けた啓発・育成等

Ａ　実施

11 学童クラブ運営 Ａ　実施

12
民間学童クラブ整備
事業

－

中野区男女共同参画基本計画（第4次）　事業別実績評価一覧

事 業 概 要

将来像１　【仕事と生活】　～自分らしい生き方と働き方～

施策の方向性　　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の普及・啓発と働き方改革

職員が安心して出産やその支援、育児、介護に取り組むことが出来る
よう職場環境を整備すること等を、区長をはじめとした全管理職が宣
言。業務改善や超過勤務の縮減、年休取得に向けて、職場全体で意識
的に取り組みます。

ワーク・ライフ・バランス、働き方改革の実現に向けた区民、事業者
向け事業を実施します。事業者向け講座の実施にあたっては、区内経
済団体との共催を図ります。

子育ての援助を受けたい方（利用会員）と子育ての援助をしたい方
（援助会員）が会員になり、仕事や急な用事等で子どもの世話ができ
ないときに、会員相互が助け合いながら子育てをする相互援助活動を
支援します。保育園の送迎や子どもの預かり（一般援助活動）、病児
預かり等（特別援助活動）の子育ての相互援助活動に関する連絡・調
整を中野区社会福祉協議会に委託して実施しています。

０歳から１５歳の子どもを養育している保護者が、入院や出張、親族
の看護等の理由により子どもの養育が一時的に困難な場合、区が委託
した施設で宿泊を伴った預かりを行います。

３歳から１２歳の子どもを養育している保護者が仕事、病気等の理由
により夜間の時間帯において、一時的に子どもの保育をすることが困
難となり、かつ同居の親族の中に保育する者がいない場合に、区が委
託した施設で子どもを保育します。

認知症高齢者をはじめとする介護の必要な対象者のいる家族に、介護
方法を学ぶことや家族間の交流を図ることを目的に実施します。

介護予防の必要性を広く周知し、認識の向上を図ることを目的として
講演会を実施します。

施策の方向性　　職場における女性活躍推進

（公財）東京しごと財団との共催事業。女性の再就職に必要となるス
キルの能力開発と離職ブランクを回復するための職場体験等を支援し
ます。女性の就労・再就職支援を効果的かつ効率的に実施するため、
平成３０年度より、産業振興センター指定管理者の指定事業として一
本化予定です。

女性活躍推進法で一般事業主行動計画の策定が義務付けされていない
事業所に対しても、行動計画の策定についてホームページや情報誌
（アンサンブル）等の活用や、区内経済団体と連携により働きかけを
行います。

女性職員の昇任に対する不安解消や支援の為、女性管理職等との意見
交換会等を実施します。併せて、仕事と家庭が両立でき、職員の持て
る能力が十分発揮できるよう、管理職を中心に、職場全体でサポート
できる体制を整備します。

保護者の就労等の理由により放課後に適切な保護を受けられない児童
が安全安心に過ごせるよう見守るとともに、遊びや活動等を通して成
長できるように援助します。

待機児童の解消を図るため、民間学童クラブを誘致し、整備に係る経
費を補助します。
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13
民間学童クラブ運営
補助

Ａ　実施

14
認可保育施設の新規
誘致

Ａ　実施

15
保育士等人材確保事
業

Ａ　実施

再掲3
中野区ファミリー・
サポート事業

Ａ　実施

再掲4
子どもショートステ
イ

Ａ　実施

再掲5 トワイライトステイ Ａ　実施

16 介護基盤整備 Ａ　実施

17
介護人材の確保・育
成支援

Ａ　実施

18
審議会等における女
性参画促進

Ａ　実施

19
区民と区長の対話集
会

Ａ　実施

20 起業セミナー Ａ　実施

21
経営・創業相談・診
断

Ａ　実施

22 どこでも出張相談 Ａ　実施

23
公益活動団体への助
成

Ａ　実施

24
町会連合会女性部へ
の講師派遣

Ａ　実施

25 一時保育者登録制度 Ａ　実施

26
区民活動センター運
営

Ａ　実施

27
地域活動コーディ
ネーター養成講座の
開催

Ａ　実施

28 なかの生涯学習大学 Ａ　実施

民間学童クラブに対して、運営費の補助を行い、待機児童の解消を図
るとともに、午後８時までの延長保育を行うことで、就労と子育ての
両立を支援します。

保育所の待機児童の解消に資する施設整備を図ることを目的として、
認可保育所、認可小規模保育事業の新規誘致を行います。
また、子ども・子育て支援新制度における地域型保育事業の一つとし
て創設された事業所内保育事業所の開設に対する支援を行います。

就職説明会来場者への特典付与や区内保育施設に内定した保育士等へ
の就職準備金の支援を実施します。また、保育士等の確保のため、事
業者の宿舎借り上げに対して補助を行います。

再掲3

再掲4

再掲5

介護保険制度に基づく地域密着型サービスの整備及び計画調整、特別
養護老人ホーム、通所介護施設等の施設整備を行います。

緩和基準サービスの担い手を育成する研修を実施するとともに、育成
された人材と事業者との雇用マッチングを行います。

施策の方向性　　あらゆる分野における女性のライフスタイル選択支援

政策決定過程の一つである各審議会等において、女性委員の比率を４
０％以上とすることを目標とし、調査を実施します。女性委員の比率
が低い審議会等については、改善を依頼します。

区民と区長が直接対話する機会として、原則として月２回、対話集会
を実施します。対話集会で出された意見の反映状況は、区ホームペー
ジ等で公表しています。

産業振興センターにおいて起業セミナーを実施します。

区内事業者向けの経営相談。創業者及び創業１年未満の事業者向けの
経営相談を実施します。

区内の中小企業者向けに、中小企業診断士による無料の出張経営相談
を実施します。

町会・自治会や任意団体、ＮＰＯ法人等自主的な公益活動を支援する
ために、区の政策実現に貢献する活動について、審査、助成を行いま
す。

中野区町会連合会女性部地区懇談会に職員等を講師として派遣しま
す。

乳幼児をもつ区民の社会活動への参加及び地域社会における豊かな市
民活動を促進するために、区及び区民が実施する各種事業等に伴う一
時保育に従事する保育者の登録を実施します。

将来像２　【地域社会のあり方】　～男女がともに参画する地域社会～

施策の方向性　　地域社会や学校等における男女平等の推進

地域の課題の解決に向けた地域住民の自主的かつ主体的な取組を促進
するため、地域住民による地域自治の活動拠点として区民活動セン
ターを設置運営しています。

運営委員会が区民活動センターの地域活動支援業務を円滑に運営・推
進できるよう、事務局スタッフの確保や人材の育成等の支援を行いま
す。

５５歳から７９歳までの区民を対象に、その豊かな経験を活かして仲
間づくりや地域・社会活動のスタートができるよう現代社会の課題や
地域の現状を学習する３年間進級制の講座を実施します。
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29 ハイティーン会議 Ａ　実施

30
学校支援ボランティ
ア制度

Ａ　実施

31 職場体験 Ａ　実施

32
女性の視点を踏まえ
た防災に関する講演
会

Ａ　実施

33
男女共同参画週間関
連事業

Ａ　実施

34
区民への情報誌「ア
ンサンブル」の発行

Ａ　実施

35 地域育児相談会 Ａ　実施

36
こんにちは赤ちゃん
学級

Ａ　実施

37
「介護の日」啓発活
動

Ａ　実施

38
ユニバーサルデザイ
ンの考え方の普及啓
発

Ａ　実施

39
男女平等に関する苦
情申出制度

Ａ　実施

40
配偶者暴力相談支援
センター運営

Ａ　実施

41 女性相談 Ａ　実施

中高生世代が、毎日の生活の中で気になっていることや疑問に思うこ
との中からテーマを設け、ワークショップ形式で会議を進行し、必要
に応じて関係機関への取材を行い、意見を深めます。対象者は、中学
生から１８歳の区内在住、在学、在勤者で、ワークショップの結果
は、区民に発表します。

子どもたちの「豊かな人間性や社会性の育成」のために、家庭・地
域・学校が一体となって地域ぐるみで子どもを育成し、「地域力」を
向上・強化させていく制度です。

中学生に、望ましい社会性、勤労観、職業観を育成し、自立や社会参
加を促す教育を充実しています。全中学校の第２学年が対象です。

防災における男女共同参画の推進を図るため、女性の視点を踏まえた
避難所運営等について、職員、地域住民等を対象に講演会を実施しま
す。

施策の方向性　　男女共同参画・全員参加型社会への理解促進

内閣府が定める毎年６月の「男女共同参画週間」に合わせ、男女共同
参画の視点による講演会、パネル展を実施します。

区の男女平等・男女共同参画施策の動きについて、定期的に情報誌
「アンサンブル」を発行することにより周知を図ります。編集委員は
区民公募によります。

医師、助産師、栄養士、歯科衛生士等による子どもの健康や子育てに
ついての講座を実施します。男性（父親）が参加しやすい事業内容を
取り入れています。

初妊婦とその家族（夫）を対象に、妊娠中の健康管理、出産、育児等
の講座や沐浴等の実習を行うとともに、妊婦同士の仲間づくりをすす
めています。

「介護の日」にちなみ、介護に対する理解と認識を深め、介護サービ
ス利用者、家族、介護従事者等を支援するとともに、地域社会におけ
る支え合いや交流を促進するイベントを開催します。

全ての人が、それぞれの意欲や能力に応じて社会参加する「全員参加
型社会」やまちの魅力向上による地域の活性化を実現するため、ユニ
バーサルデザインの普及啓発を実施します。
（仮称）中野区ユニバーサルデザイン推進条例、推進計画を策定しま
す。

「男女平等社会の形成に影響を及ぼすこと」又は「男女平等社会の形
成の促進に関すること」について、区民又は事業者は、区長に対し、
苦情等の申出をすることができます。
区長が特に必要であると認めるものについては、中野区男女平等専門
委員会の助言を求めるものとします。

将来像３　【安全・安心な暮らし】　～人権が守られる安全・安心な暮らし～

施策の方向性　　配偶者等からの暴力（DV)、デートDVの根絶

女性に関する相談、カウンセリング、情報提供、緊急一時保護、生活
保護の対応等の自立支援を一貫して行います。

女性の様々な悩みの相談を受け、その解決のための助言・指導を実施
します。夫の暴力等により緊急避難を求めてくる女性・母子に対して
は、その生命・身体の安全と精神の安定を図るため、一時的に施設で
保護します。
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42
中野区ＤＶ防止連絡
会

Ａ　実施

43
区内公共施設等への
「ＤＶ相談先カー
ド」の設置

Ａ　実施

44
職員向け「被害者支
援ガイドブック」の
発行

Ａ　実施

45
学校向けデートＤＶ
防止出張講座

Ａ　実施

46
ＤＶ被害者に係る個
人情報の保護

Ａ　実施

47
母子家庭等に対する
緊急一時保護

Ａ　実施

48
女性への暴力防止に
関する講座・展示

Ａ　実施

再掲41女性相談 Ａ　実施

49
犯罪被害者等相談支
援

Ａ　実施

50
（仮称）総合子ども
センターの設置

Ａ　実施

51

中野区安全・安心
（防犯）メールによ
る不審者情報等の区
民等への情報提供

Ａ　実施

52
地域団体に対する防
犯カメラ等設置費の
一部助成

Ａ　実施

53 中野就職サポート Ａ　実施

54 入院助産 Ａ　実施

ＤＶ防止法第９条（被害者の保護のための関係機関の連携協力）の趣
旨に則り連絡会を実施しています。区、医師会、歯科医師会、警察、
ＮＰＯ団体が構成員となり、区、関係機関及び関係団体の相互連携、
ＤＶ防止及び被害者支援の推進、情報交換等を行います。

ＤＶ被害者の相談窓口を掲載した相談先カードを、区内公共施設、医
師会、歯科医師会等に配布します。相談先カードは、加害者の目に触
れない場所への設置を依頼しています。

被害者支援における各分野・関係機関の役割、二次被害の防止策等に
ついて職員向けガイドブックにまとめ、被害者支援担当窓口等に配備
します。

児童・生徒向けに、いじめや心のあり方、人間関係等について考え、
自他を尊重する意識を学ぶ講座を実施します。交際相手からの暴力
（デートＤＶ）根絶の契機とします。

ＤＶ被害者の住民基本台帳事務における支援措置対象者について、加
害者等による住民票等の閲覧、証明の発行を制限します。

区内在住の緊急に保護を要する母子家庭、母子及び女子を一時的に保
護します。

施策の方向性　　女性に対する犯罪の根絶（安全な暮らし）

女性に対する暴力をなくす運動期間（１１月１２日～２５日）に関連
した事業を展開します。区民向けの講座・パネル展示等を通じて、配
偶者等からの暴力やセクシュアルハラスメント等、女性への暴力被害
の実情に触れるとともに、暴力防止の為の知識・技術や被害者の支
援、通報制度等について正しく理解する契機とします。

再掲41

犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の権
利利益の保護を図るため、相談・支援窓口を平成２０年（２００８
年）４月に開設しました。
平成２３年（２０１１年）６月には、犯罪被害者等が早く平穏な生活
を取り戻せるよう家事援助等の支援を行う犯罪被害者等緊急生活サ
ポート事業を開始しました（中野区社会福祉協議会に委託）。

平成３２年度（２０２０年度）に整備を予定している第十・第三中学
校統合新校に併設する複合施設に（仮称）総合子どもセンターを設置
します。センターには、現行の子ども家庭支援センターと教育セン
ター（教育相談機能）を一体化した機能を導入するとともに、児童相
談所の機能を備えるものとします。

区内で発生した犯罪情報や不審者情報等を速やかに情報提供すること
で、地域の防犯意識を高め犯罪の抑止につなげます。

地域内の犯罪の抑止力を高め、区民が安心して生活を送ることが出来
るよう、商店街等に対し防犯カメラ設置等の経費の一部を助成しま
す。

施策の方向性　　女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

区と東京労働局・ハローワーク新宿が、実施体制、連携方法等一体的
な業務運営の事項を定めた協定を締結。生活困窮者等に対し、就職支
援ナビゲーターによる職業相談、職業あっ旋・支援プランの作成、求
人端末による求人情報の提供等による支援を実施します。

妊産婦が保健上必要であるのにもかかわらず経済的理由により入院し
て分娩することが出来ない場合に、指定の助産施設に入所させる制度
です（児童福祉法第２２条）。
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55 就学援助 Ａ　実施

56 学習支援事業 Ａ　実施

57
母子家庭等自立支援
教育訓練給付金事業

Ａ　実施

58
母子家庭等高等職業
訓練促進給付金等事
業

Ａ　実施

59
母子生活支援施設運
営

Ａ　実施

60
ひとり親家庭ホーム
ヘルプサービス

Ａ　実施

61 区営住宅の整備 Ａ　実施

62
民間賃貸住宅への住
み替え支援

Ａ　実施

63
専門相談（人権擁護
相談）

Ｂ　全部もしくは
一部実施できな
かったが、次年度
以降に実施予定

64
申請書・証明書等に
おける性別記載につ
いての点検

Ａ　実施

65
人権教育実践事例集
の作成

Ａ　実施

66 職員向け人権研修 Ａ　実施

67
健康づくり普及啓発
事業

Ｂ　全部もしくは
一部実施できな
かったが、次年度
以降に実施予定

68 自殺対策の推進 Ａ　実施

経済的理由によって義務教育を受けることが困難と認められる児童・
生徒の保護者に対して、給食費・学用品費等学校教育に必要な経費の
援助を行います。
特別支援学級に在籍または通級している児童・生徒の保護者について
も特別支援学級就学奨励費の制度を設けています。

生活困窮世帯の小・中学生に学習支援を行います。小学生は学習の仕
方を身に付け、学習習慣の定着を図るとともに、中学生は受験対策と
しての学習指導により高校への進学を目指します。また、保護者には
学習方法のアドバイスや受験についての情報提供等を行います。

母子家庭の母及び父子家庭の父が、就業につながる能力開発のために
教育訓練指定講座を受講した場合、教育訓練給付金を支給し、自立を
支援します。

母子家庭の母及び父子家庭の父が、就業に結びつきやすい資格を取得
するため、養成機関において修業する場合、高等職業訓練給付金等を
支給することで、修業期間中の経済的負担の軽減と、資格取得後の経
済的自立を促進します。

生活・就労・教育・住宅等の解決困難な問題を抱える１８歳未満の子
どもを養育している母子世帯に対し、専用の施設で養育支援や家庭運
営支援、就労支援等将来の自立に向けた支援を行います。

ひとり親家庭が様々なサービスを活用し社会の一員として安心・安全
に、かつ自立した生活を営み、子どもが健全に成長できるよう支援し
ます。小学生以下等の子どもを養育しているひとり親家庭の保護者や
子どもが病気等で家事や育児に支障がある場合、ホームヘルパーを派
遣します。

健康で文化的な生活を営むに足る住宅を整備し、これを住宅に困窮す
る低所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、区民生活の安
定と社会福祉の増進に寄与します。

区内の民間賃貸住宅に居住するひとり親世帯等が区内の他の民間賃貸
住宅に転居する場合に、その住み替え住宅の相談及び斡旋をすること
で、ひとり親世帯等の生活の安定と福祉の増進を図ります。

施策の方向性　　人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

いじめやことばによる暴力、差別、いやがらせ等人権侵害に関するこ
とについて、毎月第１火曜日に専門相談を実施します。
法務省から委嘱された中野地区の人権擁護委員が相談員を担当しま
す。

性自認を理由とする偏見や差別を無くし、男女共同参画社会の実現に
資するため、各分野で使用する申請書・証明書における性別記載の必
要性について点検を実施します。

学校における人権教育のより一層の充実を図るために実践事例集を作
成します。
各学校は、この資料を活用し人権教育の全体計画や年間計画を作成す
るとともに、教育環境の整備を図り、人権教育を通して組織的に心の
教育の充実を図ります。

同和問題、性的指向・性自認を理由とする偏見や差別等、様々な人権
課題について、職員向けの研修を実施します。

区が設置する「中野区民の健康づくりを推進する会」を中心に各種団
体と事業連携し、健康づくり普及啓発事業を実施。５月の世界禁煙
デーや１月の健康づくり月間に合わせた事業を展開します。

自殺に関する正しい知識の普及啓発や、様々な問題に対応するための
相談窓口の周知、ゲートキーパー養成研修等を実施します。
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69 薬物乱用防止事業

Ｂ　全部もしくは
一部実施できな
かったが、次年度
以降に実施予定

70
重症心身障害児
（者）等在宅レスパ
イト事業

Ａ　実施

71 子宮頸がん検診 Ａ　実施

72 乳がん検診 Ａ　実施

≪参考：実績評価基準≫
Ａ　実施
Ｂ　全部もしくは一部実施できなかったが、次年度以降に実施予定
C 　実施できず、今後も実施が困難
ー　事業方針変更により実施せず

東京都薬物乱用防止推進地区協議会の活動支援を通じて、大麻、危険
ドラッグ等の薬物乱用を防止するための普及啓発を実施します。

在宅生活を送っている医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）等に
対し、訪問看護師が自宅に出向き、一定時間家族の代わりに医療的ケ
アを行うことで、家族の一時休息（レスパイト）やリフレッシュを図
ります。

子宮頸がんを早期発見し、早期治療につなげるため、２０歳以上の女
性を対象に子宮頸がん検診を隔年検診として実施します。

乳がんを早期発見し、早期治療につなげるため、４０歳以上の女性を
対象に視触診検査及び乳房Ｘ線検査（マンモグラフィ検査）を隔年検
診として実施します。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の普及・
啓発と働き方改革

1
中野区イクボス
宣言

職員が安心して出産やその支援、育児、介護に取り組
むことが出来るよう職場環境を整備すること等を、区
長をはじめとした全管理職が宣言。業務改善や超過
勤務の縮減、年休取得に向けて、職場全体で意識的
に取り組みます。

職員課

人事分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　令和2年4月策定の「中野区職員のワーク・ライフ・バランスと女性活
躍推進計画」に、「年次有給休暇を全職員が１５日以上取得」「超過
勤務時間１人１ヶ月平均６時間未満」「男性職員の出産支援休暇及び
育児参加休暇の取得率１００％」「男性職員の育児休業取得率４５％
以上（取得期間１か月以上）」を目標として定めており、目標達成に向
けて、引き続きワーク・ライフ・バランス等を推進していく。

Ａ　実施

○　意識改革・組織風土の醸成
「子育て休暇等計画シート」の導入、「男性職員の育児休業取得体験談」の作成、「子育て・介護
等状況確認書」の導入

○　働き方改革の推進
・時差勤務の拡充、欠員対応等に伴う人材派遣等の活用、超過勤務月当たり45時間超の職員
の把握

○　人事制度等の整備
・人財マネジメントシステムの導入検討、人材育成基本方針の策定、新型コロナウイルス感染症
の拡大防止を目的とした在宅勤務の緊急運用、テレワークの検討
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の普及・
啓発と働き方改革

2

ワーク・ライフ・
バランス、働き
方改革関連事
業

ワーク・ライフ・バランス、働き方改革の実現に向けた
区民、事業者向け事業を実施します。事業者向け講座
の実施にあたっては、区内経済団体との共催を図りま
す。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・「区民向けの啓発事業」を計画通り実施することができたが、「事業
者向けの啓発事業」については、東京商工会議所中野支部と共催で
の実施に向けて話合いをしていたが、新型コロナウイルス感染症の影
響により講座実施を控えていたため、実施する事ができなかった。
・区内事業所におけるワーク・ライフ・バランスや働き方改革実現のた
めの効果的な取組方法について検討する。

Ｂ　全部もしくは一部実
施できなかったが、次年
度以降に実施予定

区民向け事業
　・東京都労働相談情報センターとの共催講座の実施
「非正規社員の暮らしを守る法律や知識を味方に」
実施日：２０２1年12月3日、12月10日　　参加者：26名
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の普及・
啓発と働き方改革

3
中野区ファミ
リー・サポート
事業

子育ての援助を受けたい方（利用会員）と子育ての
援助をしたい方（援助会員）が会員になり、仕事や急
な用事等で子どもの世話ができないときに、会員相
互が助け合いながら子育てをする相互援助活動を支
援します。保育園の送迎や子どもの預かり（一般援助
活動）、病児預かり等（特別援助活動）の子育ての相
互援助活動に関する連絡・調整を中野区社会福祉協
議会に委託して実施しています。

子育て支援課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・2021年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた
め、事業説明会を予約制で実施。
・保育施設への送迎、預かりのニーズが高い。
・協力会員が減少傾向にあり、マッチングが課題となっている。合わせ
て、協力会員の確保、質の向上を図る必要がある。

Ａ　実施

１　実施内容
（１）活動内容
①一般援助活動（保育園の送迎、子どもの預かり）
②特別援助活動（病児預かり、緊急時の送迎及び預かり）
③事業説明会（会員登録講習会）
（２）利用時間
①一般援助活動　月曜日から日曜日
②特別援助活動　病児預かり　月曜日から金曜日午前8時から午後6時、土曜日午前8時から12時
　　　　　　　　　　　　　　　緊急時の預かり　月曜日から日曜日午前6時から午前0時
③事業説明会　　　毎月2回午前9時45分から正午の間で45分程度（予約制）
２　事業実績
（１）登録会員数　1851人（利用会員１，５７４人、協力会員２１５人、両方会員６２人）
（２）活動回数　4421回（一般援助活動４，３９８回、特別援助活動２３回）
（３）事業説明会参加人数　３４４人
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の普及・
啓発と働き方改革

4
子どもショート
ステイ

０歳から１５歳の子どもを養育している保護者が、入
院や出張、親族の看護等の理由により子どもの養育
が一時的に困難な場合、区が委託した施設で宿泊を
伴った預かりを行います。

子ども・若者相談課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　子ども・若者支援センターが支援している家庭への支援策として、本
事業を有効に活用できている。

Ａ　実施

１．０～３歳未満
（１）実施施設　　聖オディリアホーム乳児院
（２）利用期間　　１回の利用で７日以内、年間62日まで
（３）利用定員　　１日２人
（４）利用実績　　延利用日数　１４６日　延利用人数４０人

２．３歳～１５歳
（１）実施施設　　母子生活支援施設
（２）利用期間　　１回の利用で１１日以内、年間６２日まで
（３）利用定員　　１日３世帯
（４）利用実績　　延利用日数　２７９日　延利用人数１００人
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の普及・
啓発と働き方改革

5
トワイライトステ
イ

３歳から１２歳の子どもを養育している保護者が仕
事、病気等の理由により夜間の時間帯において、一時
的に子どもの保育をすることが困難となり、かつ同居
の親族の中に保育する者がいない場合に、区が委託
した施設で子どもを保育します。

子ども・若者相談課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・安心して預けられる場所となっており、ひとり親世帯の就労による利
用が主となっている。
・多様な就労形態がある中、仕事と子育ての両立を図るためのサポー
トをするための事業として、コロナ等の社会状況においても、必要な方
が必要な時に利用しやすいよう事業運営を行っていく。

Ａ　実施

・利用時間　　午後５時～午後１０時　祝日、年末年始を除く月～土曜日
・利用日数　　月５回まで（最大）
・利用定員　　１日最大２人
・利用実績　　延利用日数　２７日　　実利用人数　７人
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の普及・
啓発と働き方改革

6 家族介護教室

認知症高齢者をはじめとする介護の必要な対象者の
いる家族に、介護方法を学ぶことや家族間の交流を
図ることを目的に実施します。

南部すこやか福祉
センター

地域ケア分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・介護方法について学ぶとともに、介護の悩みを話したり、家族間の交
流や情報交換の場として、介護負担の軽減につながっている。
・就労している人も参加しやすいように、休日の実施日を設けている。

Ａ　実施

区民向け事業

　認知症高齢者をはじめとする介護の必要な対象者のいる家族等を対象に、専門職から各回の
テーマに沿った講義とグループ懇談を実施した。グループ懇談では、専門職を交えて参加者間の
介護の悩みの共有や、介護方法の情報交換を行った。
　区内の社会福祉法人等の団体に事業を委託し、各すこやか福祉センターの圏域（4カ所）毎に
実施した。

実施回数　　　　　　　　　1６回
参加者延べ人数　　１０2人(男女内訳　男　34人：女　６８人）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の普及・
啓発と働き方改革

7
介護予防講演
会

介護予防の必要性を広く周知し、認識の向上を図る
ことを目的として講演会を実施します。

介護・高齢者支援
課

地域包括ケア推進
分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・介護予防フェスタは、新型コロナウイルスの感染拡大により3年連続
で中止となっているため、令和4年度は実施に向けて改めて企画内容
を検討する。
・令和5年2月実施予定。Ｂ　全部もしくは一部実

施できなかったが、次年
度以降に実施予定

〇介護予防講演会
　介護予防フェスタとして測定会を交えた企画を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の感
染状況を考慮し中止とした。
実施予定日：令和4年2月26日
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

職場における女性活躍推進

8
女性の就労・再
就職支援事業

（公財）東京しごと財団との共催事業。女性の再就職
に必要となるスキルの能力開発と離職ブランクを回復
するための職場体験等を支援します。女性の就労・再
就職支援を効果的かつ効率的に実施するため、平成
３０年度より、産業振興センター指定管理者の指定事
業として一本化予定です。

産業振興課

産業振興分野、企
画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　年度当初に予定していた再就職支援事業について、予定どおり実施
できた。今後さらに、参加者が増えていくように、東京しごと財団と連携
して効果的な周知方法を目指していくことが課題である。

Ａ　実施

202１年7月２日　子育て女性向け再就職支援イベント（会場：中野サンプラザ）　参加者２２名
２０２１年９月２２日　女性再就職支援セミナー（会場：産業振興センター）　参加者３１名
２０２１年１２月９日　子育て女性向けセミナー（会場：産業振興センター）参加者１２名　
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

職場における女性活躍推進

9

事業所におけ
る一般事業主
行動計画策定
の推進

女性活躍推進法で一般事業主行動計画の策定が義
務付けされていない事業所に対しても、行動計画の策
定についてホームページや情報誌（アンサンブル）等
の活用や、区内経済団体と連携により働きかけを行い
ます。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・チラシが実際に手に取られ、持ち帰られていること。
・区内経済団体との連携講座やパネル展等の機会を活用し、事業所に
働きかけていく。
・ホームページの充実を図る（専用ページの作成、国等へのリンク設定
等）。

Ｂ　全部もしくは一部実
施できなかったが、次年
度以降に実施予定

　女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定に関する国・都の啓発チラシ、リーフレット、
講座情報等を、男女共同参画パネル展や、区役所内にて配架・配布し、周知をした。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

職場における女性活躍推進

10

区の管理職員
における女性
比率向上に向
けた啓発・育成
等

女性職員の昇任に対する不安解消や支援の為、女性
管理職等との意見交換会等を実施します。併せて、仕
事と家庭が両立でき、職員の持てる能力が十分発揮
できるよう、管理職を中心に、職場全体でサポートで
きる体制を整備します。

職員課

人事分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　「中野区職員のワーク・ライフ・バランスと女性活躍推進計画」や人材
育成基本方針に基づき女性管理職増加に向けた取組を推進していく。

Ａ　実施

・「子育て・介護等状況確認書」の導入、時差勤務の拡充、超過勤務月当たり45時間超の職員
の把握等
・人材育成基本方針の策定、テレワークの検討等
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

職場における女性活躍推進

11 学童クラブ運営

保護者の就労等の理由により放課後に適切な保護を
受けられない児童が安全安心に過ごせるよう見守る
とともに、遊びや活動等を通して成長できるように援
助します。

育成活動推進課

地域活動推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

児童が安全安心に過ごせる居場所として運営を行った。

Ａ　実施

学童クラブ設置数：４２箇所（区立：２５箇所、民設民営：１７箇所）、総定員数：２，３１０人
登録児童数：２，０２６人（４月1日現在）。年間利用総数：23，911人
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

職場における女性活躍推進

12
民間学童クラブ
整備事業

待機児童の解消を図るため、民間学童クラブを誘致
し、整備に係る経費を補助します。 育成活動推進課

地域活動推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　学童クラブ利用待機対応は、民間学童クラブ利用を進めることより
も、キッズ・プラザ利用や児童館直接利用のほうが児童および保護者
のニーズが髙い傾向にあることがわかってきた。今後の整備検討にお
いては、地域状況やニーズ調査を十分に行う必要がある。

－

整備実績なし
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

職場における女性活躍推進

13
民間学童クラブ
運営補助

民間学童クラブに対して、運営費の補助を行い、待機
児童の解消を図るとともに、午後８時までの延長保育
を行うことで、就労と子育ての両立を支援します。

育成活動推進課

地域活動推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　児童が安全安心に過ごせる居場所として運営を行い、午後８時まで
の延長保育を行った。

Ａ　実施

民間学童クラブ設置数：１７箇所、定員総数：６７２人
登録児童数：４９５人（４月1日現在）。年間利用総数：５，８６５人
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

職場における女性活躍推進

14
認可保育施設
の新規誘致

保育所の待機児童の解消に資する施設整備を図るこ
とを目的として、認可保育所、認可小規模保育事業の
新規誘致を行います。
また、子ども・子育て支援新制度における地域型保育
事業の一つとして創設された事業所内保育事業所の
開設に対する支援を行います。

保育園・幼稚園課

保育園・幼稚園分
野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・地域型保育事業である小規模保育事業と事業所内保育事業につい
ては、3歳以降の保育施設への接続先を設定することが法定されてい
る。現状では、既存の地域型保育事業の接続先を調整している段階で
あるため、2018年度から新たな地域型保育事業の誘致をしないこと
としている。
・20２１年度も引き続き認可保育所の誘致等により保育定員を確保す
ることに努めた。

Ａ　実施

　令和3年４月２日から令和4年４月1日までの1年間の保育定員確保の状況について、認可保育
所整備等により保育定員248人分を確保した。

①　私立認可保育所の新設　3か所　236人
（めばえの森保育園、クオリスキッズ東中野保育園、ナーサリー中野の森）
②　認証保育所の認可保育所への移行　2か所　12人
（ピノキオ幼児舎中野保育園、幼保園シャローム東中野）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

職場における女性活躍推進

15
保育士等人材
確保事業

就職説明会来場者への特典付与や区内保育施設に
内定した保育士等への就職準備金の支援を実施しま
す。また、保育士等の確保のため、事業者の宿舎借り
上げに対して補助を行います。

保育園・幼稚園課

保育園・幼稚園分
野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・宿舎借り上げ支援事業については、都要綱に規定されている補助額
82,000円の1/8の事業者負担について、中野区では２０１６年度より
区負担としてきたが、２０２１年度よりこれを見直し、都要綱の規定通り
事業者負担とした。今後も国・都及び近隣区の補助制度の動向を注
視し、必要な見直しを行う。
・就職相談・面接会を中野区・杉並区がハローワーク新宿と共催事業
を実施した。

Ａ　実施

事業者向け事業

●保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金
・交付実績　1,015人（昨年比47人増）

●保育のお仕事就職相談・面接会（中野区、杉並区、ハローワーク新宿共催）
　　　　開催実績　　　９月5日(日)　参加者　43人、　１１月14日(日)　参加者　44人
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

職場における女性活躍推進

16 介護基盤整備

介護保険制度に基づく地域密着型サービスの整備及
び計画調整、特別養護老人ホーム、通所介護施設等
の施設整備を行います。

介護・高齢者支援
課

福祉推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　自宅で過ごしている要介護者が施設を利用することで、介護者の負
担軽減につながり、社会進出を手助けした。

Ａ　実施

第8期中野区介護保険事業計画に基づく以下のとおり実施した

１　令和３年度募集要項の公表

２　運営事業者向けの説明会開催

３　土地所有者向けの説明会開催
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

職場における女性活躍推進

17
介護人材の確
保・育成支援

緩和基準サービスの担い手を育成する研修を実施す
るとともに、育成された人材と事業者との雇用マッチン
グを行います。

介護・高齢者支援
課

介護保険分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実施が危ぶまれたが、オン
ライン研修により開催できた。

Ａ　実施

区民向け事業
　・介護に関する入門的研修の実施
　　　年2回開催（第1回：12月　第2回：2月）
　　　全6日間21時間

※各回最終日に区内介護サービス事業所とのおしごと相談会を開催。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

あらゆる分野における女性のライフスタイル選択支援

18
審議会等にお
ける女性参画
促進

政策決定過程の一つである各審議会等において、女
性委員の比率を４０％以上とすることを目標とし、調査
を実施します。女性委員の比率が低い審議会等につ
いては、改善を依頼します。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・前年度、新型コロナウイルス感染症の影響により休止していた女性参
画率の高い会議体が活動を再開したことで、数値が例年並みに戻っ
た。
・審議会等委員の改選時に、学識経験者、団体推薦、公募など、それぞ
れの会議体の構成に合わせて、女性を選任できる方策の検討につい
て、各部へ周知する。

Ａ　実施

・審議会等における女性の参画状況調査
　条例設置による附属機関、規則・要綱設置による会議体等を対象に調査実施
　　女性の割合が4割以上の会議体の割合：５８．６%

・女性委員の比率が低い審議会等への対応
　調査結果通知文に審議会委員等の改選に当たっての配慮事項を明記
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

あらゆる分野における女性のライフスタイル選択支援

19
区民と区長の
対話集会

区民と区長が直接対話する機会として、原則として月
２回、対話集会を実施します。対話集会で出された意
見の反映状況は、区ホームページ等で公表していま
す。

広聴・広報課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・２０２１年度は新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を徹底した
ことにより前年の倍の回数実施できた。
・２０２２年度も引き続き新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を
徹底し、区政の課題等についてグループディスカッション形式を中心に
行っていく。また参加者については男女の区別なく応募する。

Ａ　実施

・２０２１年度の前半は主に基本計画及び 区有施設整備計画について実施し、後半は区政の課
題を取り上げ計19回実施した。
・区民と区長のタウンミーティングは、中野のまちをより良いものとし、かつ区政への区民参加を促
すため、区長が区民から幅広く意見を伺い、意見交換を行う場として実施している。

※2018年度から新区長就任に伴い、『区民と区長のタウンミーティング』という名称に変更した。

・実施回数：１９回
・参加者数：延べ３３３人
　（うち女性参加人数：延べ１７３人）
・女性参加率：５２％
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

あらゆる分野における女性のライフスタイル選択支援

20 起業セミナー

産業振興センターにおいて起業セミナーを実施しま
す。 産業振興課

産業振興分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・オンライン講座によりセミナーを実施することができた。
・利用者のニーズに応じたセミナー内容の検討、女性等が参加しやす
いオンライン講座の充実を目指していく。

Ａ　実施

　産業振興センターにおける指定事業として、各種セミナーを実施。（主にオンライン講座にて実施
した。）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

あらゆる分野における女性のライフスタイル選択支援

21
経営・創業相
談・診断

区内事業者向けの経営相談。創業者及び創業１年未
満の事業者向けの経営相談を実施します。 産業振興課

産業振興分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　育児中の女性等の時間の制約が大きい利用者にとって、相談しやす
い環境づくりを今後も目指していく。

Ａ　実施

産業振興センターにおける指定事業として、経営・創業相談を実施。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

あらゆる分野における女性のライフスタイル選択支援

22
どこでも出張相
談

区内の中小企業者向けに、中小企業診断士による無
料の出張経営相談を実施します。 産業振興課

産業振興分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　新型コロナウイルス感染症の影響により、件数はあまり伸びなかった
ものの、予定どおり実施できた。２０２２年度も継続して実施している。

Ａ　実施

どこでも出張相談　１９件
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

あらゆる分野における女性のライフスタイル選択支援

23
公益活動団体
への助成

町会・自治会や任意団体、ＮＰＯ法人等自主的な公益
活動を支援するために、区の政策実現に貢献する活
動について、審査、助成を行います。

地域活動推進課

地域活動推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　地域におけるＮＰＯやボランティアなどの活動に対しても助成を行い、
女性の参画を進めている。

Ａ　実施

区民公益活動推進基金からの助成　　　　　3事業交付
政策助成（地域のきずなにより支えあう地域づくりのための活動）　　　　　32事業交付
町会・自治会活動推進助成　　　１０7町会・自治会
老人クラブ運営助成　　　６1クラブ
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

あらゆる分野における女性のライフスタイル選択支援

24
町会連合会女
性部への講師
派遣

中野区町会連合会女性部地区懇談会に職員等を講
師として派遣します。 地域活動推進課

地域活動推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

毎年テーマを決め、懇談会を実施している。

Ａ　実施

中野区町会連合会女性部地区懇談会
　１１月１日～２６日　　７回　　参加者１９７人
　（１）テーマ　「もしもの時の防防災対策」　～スマホで最新情報ゲット～
　　　　　　　　　　　　様々な視点を学ぶ～　
　　　　　　　　　　　　　　　講師　　中野区危機管理課地域防災係職員
　（２）清掃事務所アンケート結果　　　中野区清掃事務所職員
　（３）ごみゼロ推進担当からお知らせ　　中野区環境部ごみゼロ推進課職員
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と働き
方～

あらゆる分野における女性のライフスタイル選択支援

25
一時保育者登
録制度

乳幼児をもつ区民の社会活動への参加及び地域社
会における豊かな市民活動を促進するために、区及
び区民が実施する各種事業等に伴う一時保育に従
事する保育者の登録を実施します。

育成活動推進課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　行政や民間の一時保育サービスが拡充・多様化し、選択肢も多様化
してきている。

Ａ　実施

一時保育登録者保育者　　1１人

登録者を対象とした会議等
　・研修会　１回
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに参画
する地域社会～

地域社会や学校等における男女平等の推進

26
区民活動セン
ター運営

地域の課題の解決に向けた地域住民の自主的かつ
主体的な取組を促進するため、地域住民による地域
自治の活動拠点として区民活動センターを設置運営
しています。

鷺宮すこやか福祉
センター

地域支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・すべての区民活動センターにおいて「区民活動センター運営委員会」
が適切に委託業務を実施し、各種地域団体等と連携して、地域の課題
解決のために、積極的な活動を行っている。
・区民活動センターごとにエリアの面積・人口が異なることから、円滑
な業務運営のために人員配置等について引き続き検討が必要となっ
ている。

Ａ　実施

　地域住民の自主性及び自立性に基づいて、民主的かつ公正に区民活動センターが運営される
よう、地縁による団体の連合組織から推薦されたものを中核として組織された「区民活動セン
ター運営委員会」に地域の自治活動及び公益活動の推進に関すること、地域の自治活動及び公
益活動を推進する活動を行う団体の連携の促進に関することについて、業務を委託している。

〈委託業務〉
①区民活動センター共通
・地域事業の実施に関すること
・地域の自治活動及び公益活動の援助に関すること
・地域広報に関すること
・地域団体の活動等地域情報の収集や情報提供
②一部の区民活動センター
・集会室の貸し出し等に関する業務
・施設の管理
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに参画
する地域社会～

地域社会や学校等における男女平等の推進

27
地域活動コー
ディネーター養
成講座の開催

運営委員会が区民活動センターの地域活動支援業
務を円滑に運営・推進できるよう、事務局スタッフの確
保や人材の育成等の支援を行います。

地域活動推進課

地域活動推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　令和４年度の区民活動センター運営委員会の事務局員2名の採用
につながった。

Ａ　実施

地域活動コーディネーター養成講座
　地域活動や地域自治の発展を目指し、地域社会の問題を住民自身が主体的に解決するため
のさまざまな活動を企画・調整・支援をできる幅広い知識を身につけた人材を養成する。
　　　10月1日～8日　　　参加者１７名
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに参画
する地域社会～

地域社会や学校等における男女平等の推進

28
なかの生涯学
習大学

５５歳以上の区民を対象に、その豊かな経験を活かし
て仲間づくりや地域・社会活動のスタートができるよう
現代社会の課題や地域の現状を学習する３年間進級
制の講座を実施します。

地域活動推進課

文化・スポーツ分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　地域や食や介護、仲間づくり、見守り・支えあいなどをテーマに取り上
げた。このことによって、男女がともに家事・介護や地域に参加するきっ
かけとなる学びの機会を提供した。

Ａ　実施

　参加者数はオンライン参加と会場参加の併用により、1学年108人、2学年59人、3学年73人、
合計２４０人（参加者延べ人数　1学年1,828人、2学年、1,015人、3学年1,248人　合計
4,091人）。
　これらの実施にあたり、受講生が担う役割等を決める際などに、性別によって役割が固定するこ
とがないよう求めるとともに、受講生のうち、とくに地域とのつながりが薄い定年退職後の男性の
地域での仲間づくりや、地域活動への参加等につなげる視点でプログラム等を工夫した。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに参画
する地域社会～

地域社会や学校等における男女平等の推進

29
ハイティーン会
議

中高生世代が、毎日の生活の中で気になっていること
や疑問に思うことの中からテーマを設け、ワークショッ
プ形式で会議を進行し、必要に応じて関係機関への
取材を行い、意見を深めます。対象者は、中学生から
１８歳の区内在住、在学、在勤者で、ワークショップの
結果は、区民に発表します。

育成活動推進課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・コロナ禍を踏まえ、リモートという形で取材を実施することができた。
・ハイティーン会議の活動終了後に、ハイティーン会議をきっかけとした
参加生徒の自主的なアクション・チャレンジが見られた。
・令和４年度以降は、中高生の活動に伴走支援を行い、チャレンジを支
援する環境を整えていく。

Ａ　実施

区民向け事業
　・ハイティーン会議
　　ワークショップ：５回　取材：３回　報告会：１回　　参加者数：２３１名（延べ）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに参画
する地域社会～

地域社会や学校等における男女平等の推進

30
学校支援ボラ
ンティア制度

子どもたちの「豊かな人間性や社会性の育成」のた
めに、家庭・地域・学校が一体となって地域ぐるみで
子どもを育成し、「地域力」を向上・強化させていく制
度です。

子ども・教育政策課

学校教育分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・学校を拠点とした地域連携の一環として、継続的に学校支援ボラン
ティアが活用されている。
・今後は、学校支援ボランティア制度の現状・課題を整理し、モデル校
において地域学校協働活動の制度導入を進めていく。Ａ　実施

学校支援ボランティア登録者数（令和３年度）
　　　個人登録者数　　２32人
　　　団体登録者数　　１５団体
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに参画
する地域社会～

地域社会や学校等における男女平等の推進

31 職場体験

中学生に、望ましい社会性、勤労観、職業観を育成し、
自立や社会参加を促す教育を充実しています。全中
学校の第２学年が対象です。

学校教育課

学校教育分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　本事業は各中学校が行っており、傷害保険を全校分まとめて加入し
ている。

Ａ　実施

　各中学校が実施する職場体験活動時の生徒の賠償事故に対応するため、賠償責任保険に加
入した。

保険加入人数
第二中学校１０５人、北中野中学校1６１人、緑野中学校１２２人、南中野中学校１０２人、
中野中学校1１5人、中野東中学校1２８人、明和中学校１４９人、合計８８２人
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに参画
する地域社会～

地域社会や学校等における男女平等の推進

32
女性の視点を
踏まえた防災に
関する講演会

防災における男女共同参画の推進を図るため、女性
の視点を踏まえた避難所運営等について、職員、地域
住民等を対象に講演会を実施します。

企画課、職員課、防
災危機管理課

企画分野、人事分
野、防災分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・外部講師を招へいし、前年に引き続き、企画課、職員課、危機管理課
との共催で講座、研修を実施したことにより、男女共同参画の視点を
踏まえた避難所運営について普及啓発が行えた。
・講座の受講対象が中野区防災リーダーであるため、マンネリ化しない
よう講座内容を企画する必要がある。
・職員について、受講対象者のうち未受講であるものの受講を引き続
き促していく。
・庁内関係課の連携により、引き続き職員向け、区民向けの防災講座
を効果的に実施していく。

Ａ　実施

〇職員研修
研修名：令和３年度 実務研修「避難所運営で何が大切なのか」
日時：令和3年１2月６日（月）
受講職員：
　ア　災対地域部の地域指揮班及び地域本部長の任に就いている管理職
　イ　災対地域部の地域副本部長の任に就いている区職員
　ウ　区の避難所運営に携わる班長、副班長 
　エ　一部の避難所班員に指定されている区職員
　計５６人
内容：避難所運営における人権、男女共同参画の視点等への対処について　等

〇区民向け事業
　令和３年度防災リーダーフォローアップ講座　
　外部講師五十嵐ゆかり氏「男女共同参画・多様性の視点から考える避難所運営」
　実施日：２０２１年１０月１６日（土）　　参加者：８２名
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに参画
する地域社会～

男女共同参画・全員参加型社会への理解促進

33
男女共同参画
週間関連事業

内閣府が定める毎年６月の「男女共同参画週間」に
合わせ、男女共同参画の視点による講演会、パネル
展を実施します。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・前年度、新型コロナウイルス感染症の影響により講演会、パネル展は
実施しなかったが、講演会では参加者を定員の半分にするなど感染症
対策を十分に講じ、実施することができた。
・今後も同様の方法で普及啓発を継続していく。Ａ　実施

・男女共同参画週間講演会の実施
『「プリキュア」を生み出したプロデューサーから聞く「アニメーションと多様性」』
講師：鷲尾　天　氏　（東映アニメーション執行役員）　　
実施日：２０２１年６月２６日（土）　参加者：４８名　

・男女共同参画週間パネル展の実施
実施日：6月2１日～6月2３日 
※コロナ禍のためアンケート未実施

・中央図書館での連携展示
実施日：６月２０日～７月１１日

- 40 -



中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに参画
する地域社会～

男女共同参画・全員参加型社会への理解促進

34
区民への情報
誌「アンサンブ
ル」の発行

区の男女平等・男女共同参画施策の動きについて、
定期的に情報誌「アンサンブル」を発行することにより
周知を図ります。編集委員は区民公募によります。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・コロナ禍ということで、アンサンブル編集委員会としては初のオンライ
ン会議のみで実施した。そのような中でも、委員が各自で区民へのイン
タビュー、当係を通した教育委員会へのインタビュー、また委員3名が
産婦人科医の元へ訪れてインタビューを実施し、内容の濃い誌面を作
成することができた。
・情報誌を広く周知するために、誌面構成の工夫の他、区民の関心が
高い、または今後高まる見込みのあるテーマを的確に捉えて誌面を作
成する必要がある。

Ａ　実施

区民公募による編集委員３名とともに、アンサンブル４４号を発行した。

・アンサンブル4４号
内容：家庭内でのジェンダー・性教育について（委員による区民、中野区教育委員会、産婦人科
医へのインタビュー等）
発行日：20２２年３月８日
発行部数：１,４５０部

・編集会議
　全３回実施（オンライン）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに参画
する地域社会～

男女共同参画・全員参加型社会への理解促進

35
地域育児相談
会

医師、助産師、栄養士、歯科衛生士等による子どもの
健康や子育てについての講座を実施します。男性（父
親）が参加しやすい事業内容を取り入れています。

鷺宮・北部すこやか
福祉センター

地域ケア分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・父親も参加できる事業を増やしたことにより、事業への男性参加も増
加してきている。
・子育て世帯が、住んでいる地域で不安なく子育てできるように、今後
もニーズを把握しながらより充実した講座や相談会を開催し、支援して
いく。

Ａ　実施

　乳幼児を子育て中の保護者が、身近な場所で子育ての相談や子育てに関する知識や体験を得られるよ
う、4すこやか福祉センター及び各エリアの児童館(18児童館）にて、地域育児相談会を実施した。
　202１年度より、地域育児相談会を妊娠出産トータル支援の一環として位置付け、引き続き妊婦や経産
婦も参加でき、また父親の参加を見込める内容を盛り込み実施した。

・実施回数　　　　　　５７　回
・参加延べ人数　　９０８人（保護者５０８人、子ども４００人）※父親参加数75人
・主なテーマ：　　「おうちで活かせる　パパ・ママふれあいあそび」、「パパ講座　プロにきくわが子のベスト
ショット＆パパの子育ておしゃべりタイム」、「パパとあそぼう～お家でもできるスキンシップあそび～」、「パ
パも一緒に親子体操」、「子育てがぐんと楽になる！0～3歳の関わり方」、「0歳のあかちゃん・集合！」「わ
が子とどのくらい目を合わせていますか」、「妊婦さんクラス(委託）」「子どもの考える力を伸ばし、子育て
が楽になるミニ講座(委託）」
・講師：　　助産師、臨床心理士、ヨガインストラクター、親業インストラクター、フォトグラファー他
・委託先：　東京助産師会、おやぎょう中野

- 42 -



中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに参画
する地域社会～

男女共同参画・全員参加型社会への理解促進

36
こんにちは赤
ちゃん学級

初妊婦とその家族（夫）を対象に、妊娠中の健康管
理、出産、育児等の講座や沐浴等の実習を行うととも
に、妊婦同士の仲間づくりをすすめています。

北部すこやか福祉
センター

地域ケア分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・予定通り、５０回の実施ができた。
・新型コロナウイルス換算予防対策を講じながら、状況に合わせ柔軟
な事業展開を行う。

Ａ　実施

・区内在住で、初めて出産を迎える妊婦とその家族を対象に、沐浴実習や父親の妊婦体験等を
実施。以前は参加者同士の交流タイムなどのプログラムを行っていたが、コロナウイルス感染予
防対策のため一部内容を変更して実施した。
・主に妊娠20週以降３５週までの期間での参加を勧めている。
・令和3年度については、新型コロナウイルスまん延防止等重点措置に伴い、各すこやか福祉セン
ターの推奨利用人数に応じて対応を行った。（中部、南部15組。北部、鷺宮12組。）

【参加実績】
50回
506組（1,012人）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに参画
する地域社会～

男女共同参画・全員参加型社会への理解促進

37
「介護の日」啓
発活動

「介護の日」にちなみ、介護に対する理解と認識を深
め、介護サービス利用者、家族、介護従事者等を支援
するとともに、地域社会における支え合いや交流を促
進するイベントを開催します。

介護・高齢者支援
課

介護保険分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　介護保険への理解を深めるイベントとしては、一定の成果を上げてい
る。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、縮小したが、次回には、福
祉用具の展示・体験コーナーの実施を計画する。Ａ　実施

１　介護の魅力発信パネル展示及び動画の放映
区役所正面玄関前広場及び区役所ロビーにて、介護の魅力を伝えるパネル展示や介護サービス
事業所で働く方の様子を伝える動画を放映した。
〔令和3年度実施状況〕　　令和3年11月11日と12日の2日間で　来場者延1,080名

２　介護に関する相談会の開催
介護に関する相談会を開催し、介護サービス利用者、家族への介護保険制度の情報提供を行っ
た。
〔令和3年度実施状況〕 相談件数 11月11日14件  11月12日16件
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに参画
する地域社会～

男女共同参画・全員参加型社会への理解促進

38
ユニバーサル
デザインの考え
方の普及啓発

全ての人が、それぞれの意欲や能力に応じて社会参
加する「全員参加型社会」やまちの魅力向上による地
域の活性化を実現するため、ユニバーサルデザインの
普及啓発を実施します。
（仮称）中野区ユニバーサルデザイン推進条例、推進
計画を策定します。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・新型コロナウイルス感染症蔓延防止策を考慮しながらも、全員参加
型社会への理解促進に資する事業を実施し、アンケート結果も好評で
あった。
・引き続き上記の事業を実施するとともに、２０２３年度の中野区ユニ
バーサルデザイン推進計画改定にあっては、時代の要請に合わせた
検討が必要である。

Ａ　実施

普及啓発の実施
（１）区民向け事業
　①「ユニバーサルデザインサポーター養成講座」の実施（２０21年１２月15日～2022年1月
14日）
　　ユニバーサルデザイン推進を担う地域人材を養成するための講座を実施し、「ユニバーサル
デザインサポーター」として67名を認定した。
　②「ユニバーサルデザイン普及啓発パネル展」の実施（区役所１階区民ホール：２０２2年１月３
１日～同年２月２日、中野駅ガード下ギャラリー：2022年2月8日～同月２４日）
　ユニバーサルデザインについて広く理解を得るため、ユニバーサルデザインの考え方や日常生
活における心がけ等を分かりやすく示したパネルとユニバーサルデザイン製品等の展示を行っ
た。
（２）職員向け事業
　「ユニバーサルマナー研修」の実施（２０2１年９月1日～同月30日）
　業務上必要なユニバーサルデザインの知識とスキルの習得のための研修をｅラーニング等の
方法で実施し、職員１１０名が「ユニバーサルマナー検定（３級）」の認定を受けた。
（３）事業者向け事業
　「ユニバーサルデザイン普及啓発講座」の実施（２０２２年３月１７日）
　事業者がユニバーサルデザインの考え方や実践手法等の習得のための講座を東京商工会議
所中野支部と共催でオンラインで実施し、１０事業者が参加した。

- 45 -



中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに参画
する地域社会～

男女共同参画・全員参加型社会への理解促進

39
男女平等に関
する苦情申出
制度

「男女平等社会の形成に影響を及ぼすこと」又は「男
女平等社会の形成の促進に関すること」について、区
民又は事業者は、区長に対し、苦情等の申出をするこ
とができます。
区長が特に必要であると認めるものについては、中野
区男女平等専門委員会の助言を求めるものとします。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　専門委員に諮る事案は、発生していないが、ホームページの充実等に
より、制度認知度の向上を図る必要がある。

Ａ　実施

・男女平等に関する苦情申出
　苦情件数　2件
　要望件数　１件
　男女平等専門委員会開催数　０回

・男女平等専門委員
　学識経験者3名
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

配偶者等からの暴力（DV)、デートDVの根絶

40
配偶者暴力相
談支援センター
運営

女性に関する相談、カウンセリング、情報提供、緊急一
時保護、生活保護の対応等の自立支援を一貫して行
います。

配偶者暴力相談支
援センター

配偶者暴力相談支
援センター

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・ＤＶ被害者及び関係機関からの相談に応じ、関係機関と連携し被害
者支援を行っている。
・緊急避難が必要と思われる世帯については、身の安全及び生活安定
を図るため一時的に施設での保護を行っている。Ａ　実施

配偶者暴力支援センター相談件数　　３２５件
一時保護　1４世帯　１７人
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

配偶者等からの暴力（DV)、デートDVの根絶

41 女性相談

女性の様々な悩みの相談を受け、その解決のための
助言・指導を実施します。夫の暴力等により緊急避難
を求めてくる女性・母子に対しては、その生命・身体の
安全と精神の安定を図るため、一時的に施設で保護
します。

配偶者暴力相談支
援センター

配偶者暴力相談支
援センター

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　女性の様々な問題や悩みの相談を受け、その解決のための助言・指
導を行っている。

Ａ　実施

相談件数　９３２件（配偶者暴力支援センター相談分３２５件含）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

配偶者等からの暴力（DV)、デートDVの根絶

42
中野区ＤＶ防止
連絡会

ＤＶ防止法第９条（被害者の保護のための関係機関
の連携協力）の趣旨に則り連絡会を実施しています。
区、医師会、歯科医師会、警察、ＮＰＯ団体が構成員と
なり、区、関係機関及び関係団体の相互連携、ＤＶ防
止及び被害者支援の推進、情報交換等を行います。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・ＤＶ防止対策にかかる区関係部署、関係機関等との総合的な連携や
情報交換等について確認する事ができた。
・連絡会をさらに効果的に運用するために、構成員の拡充や的確な議
題設定等について検討する。Ａ　実施

中野区ＤＶ防止連絡会
　実施日：20２2年１月25日（書面開催）
　内　 容：連絡会の設置趣旨と位置付け、男女共同参画センターの動向
　　　　　　　 構成員紹介、情報交換
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

配偶者等からの暴力（DV)、デートDVの根絶

43

区内公共施設
等への「ＤＶ相
談先カード」の
設置

ＤＶ被害者の相談窓口を掲載した相談先カードを、区
内公共施設、医師会、歯科医師会等に配布します。相
談先カードは、加害者の目に触れない場所への設置
を依頼しています。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・ＤＶ相談先カードを、関係機関を通じて被害者等に配布することがで
きている。
・配布先や設置個所の拡充を検討することで、より広範に周知できるよ
うにする。Ａ　実施

DV相談先カード
　発行枚数：14,200枚
　当初配布先：区関連施設　1９7か所　4,300枚
　　　　　　　　　　　  医師会・歯科医師会、医療機関　　９,9０0枚

　※不足分については、適宜配付
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

配偶者等からの暴力（DV)、デートDVの根絶

44
職員向け「被害
者支援ガイド
ブック」の発行

被害者支援における各分野・関係機関の役割、二次
被害の防止策等について職員向けガイドブックにまと
め、被害者支援担当窓口等に配備します。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　配偶者暴力相談支援センターや関係機関と調整のうえ、ガイドブック
の内容をより実践的に充実させていく必要がある。

Ａ　実施

・職員向け「被害者支援ガイドブック」の発行
庁内の他関係機関に連絡先、役割等を確認後、庁内イントラネット上で周知を行った。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

配偶者等からの暴力（DV)、デートDVの根絶

45
学校向けデート
ＤＶ防止出張講
座

児童・生徒向けに、いじめや心のあり方、人間関係等
について考え、自他を尊重する意識を学ぶ講座を実
施します。交際相手からの暴力（デートＤＶ）根絶の契
機とします。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　参加者から実態の情報が得られており、女性に対する暴力の予防及
び根絶のための基盤づくりとして、積極的に若年層を対象としたデート
DV出前講座を実施していく必要があり、引き続き、中学校に講座の実
施を働きかけていく。Ａ　実施

○デートDV出前講座の実施
・大学生向け
実施日：20２１年１０月２９日　参加者：帝京平成大　７５名
※現代ライフ学部観光経営学科の授業にて実施
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

配偶者等からの暴力（DV)、デートDVの根絶

46-①
ＤＶ被害者に係
る個人情報の
保護

ＤＶ被害者の住民基本台帳事務における支援措置対
象者について、加害者等による住民票等の閲覧、証
明の発行を制限します。

戸籍住民課

証明書等を発行す
る各分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

支援申出者のそれぞれの状況を確認しながら、適切に対応している。

Ａ　実施

支援措置処理総件数　　　　　　　　　　　１１００件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(新規、継続申出等）

支援対象者人数　　　　　　　　　　　　　　　１２５３人
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

配偶者等からの暴力（DV)、デートDVの根絶

46-②
ＤＶ被害者に係
る個人情報の
保護

ＤＶ被害者の住民基本台帳事務における支援措置対
象者について、加害者等による住民票等の閲覧、証
明の発行を制限します。

税務課

証明書等を発行す
る各分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

年度を限らず継続して実施している事業である。

Ａ　実施

　本人が本人指定以外の代理人や家族が申請しても税証明書を発行しないように希望した場合
に、「税証明に関する申立・確認書」を提出させ、本人が申請した取扱内容をシステムに入力。戸
籍住民課証明係に対し、入力されたメモどおりに対応するよう依頼した。

- 54 -



中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

配偶者等からの暴力（DV)、デートDVの根絶

47
母子家庭等に
対する緊急一
時保護

区内在住の緊急に保護を要する母子家庭、母子及び
女子を一時的に保護します。 子育て支援課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　DVケースは、養育的な課題があることもあり、転宅先を探すのに時間
を要し、利用日数が長くなる傾向がある。

Ａ　実施

１　実施内容
（１）実施機関　母子生活支援施設（１施設）
（２）利用期間　１３泊１４日まで
（３）利用定員　１居室１世帯

２　事業実績
（１）利用世帯数    　　３世帯
（２）利用人数（実）　 ６名
（３）利用泊数（延）　 ８１泊
（４）利用要件　住宅事情２件、DV１件
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

女性に対する犯罪の根絶（安全な暮らし）

48
女性への暴力
防止に関する
講座・展示

女性に対する暴力をなくす運動期間（１１月１２日～２
５日）に関連した事業を展開します。区民向けの講座・
パネル展示等を通じて、配偶者等からの暴力やセク
シュアルハラスメント等、女性への暴力被害の実情に
触れるとともに、暴力防止の為の知識・技術や被害者
の支援、通報制度等について正しく理解する契機とし
ます。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・アンケート結果ではおおむね好評を得ている。
・様々な啓発媒体の活用を検討することで、より広範な対象に、様々な
場所での啓発を検討する。
・区役所１階西側ロビーが使用不可のため、東側ロビーの広さで対応
できるパネル展示を検討する。
・「女性に対する暴力をなくす運動」に連動した講座実施を引き続き検
討する。

Ａ　実施

区民向け事業
・パネル展の実施
　中野駅ガード下ギャラリー「夢通り」を活用したパネル展
　実施日：１１月1５日～２２日

・中央図書館との連携展示
　実施日：１０月３０日～１１月２５日
　福祉推進課犯罪被害者係との共催にて実施

・若年層に対する暴力防止講座
　テーマ：ネット・スマホ時代の子どもたちを守る～デジタル性暴力を知っていますか～
　実施日：令和4(2022)年3月5日（土）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

女性に対する犯罪の根絶（安全な暮らし）

49
犯罪被害者等
相談支援

犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため、相談・
支援窓口を平成２０年（２００８年）４月に開設しまし
た。
平成２３年（２０１１年）６月には、犯罪被害者等が早く
平穏な生活を取り戻せるよう家事援助等の支援を行
う犯罪被害者等緊急生活サポート事業を開始しまし
た（中野区社会福祉協議会に委託）。

福祉推進課

福祉推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・犯罪被害に遭った人の相談・支援を関係機関と連携しながら実施し
た。
・「ミニ・生命のメッセージ展inなかの」は当初予定していた会場が臨
時福祉給付金受付会場になり使用できなくなってしまったが、会場を
産業振興センターに代えて実施するなど、様々な媒体や機会をとらえ
て、犯罪被害者等への理解促進及び相談窓口の周知を図ることがで
きた。

Ａ　実施

○相談　（相談実人員３６人、延４１１件）
○図書館特別展示（実施日：１０/３０(土)～１１/２５(木)、会場：中央図書館、その他：男女共同
参画担当との共催）
○犯罪被害者相談会　（実施日：1１/2（火)、会場：区役所1階区民ホール、その他：中野・野方
警察署
　　との共催）
○中野駅ガード下ギャラリー夢通りパネル展　（実施日：11/２（火）～1１/１９（金））
○犯罪被害者週間行事講演会「知っていますか？被害者のこと～聴いてみよう被害者の声～」
　　（実施日：11/20（土）、会場：なかのZERO小ホール、参加者数：93人、その他：東京都との共
催）
○犯罪被害者等緊急生活サポート事業　協力員研修（実施日：１０/５（火）、２/１５（火）、2/2５
（金））
○健康福祉部主催研修「犯罪被害者等支援」（実施日：２/３（木）、会場：区役所7階第１０会議
室、
　参加者数：オンライン受講を含め４２人）
○「ミニ・生命のメッセージ展inなかの」の開催（実施日：３/２８（月）～２９日(火)、会場：産業振
興セン
　　ター）　　　　
○「犯罪被害者等支援ＮＥＷＳ」の新着情報への掲載（随時）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

女性に対する犯罪の根絶（安全な暮らし）

50
（仮称）総合子
どもセンターの
設置

平成３２年度（２０２０年度）に整備を予定している第
十・第三中学校統合新校に併設する複合施設に（仮
称）総合子どもセンターを設置します。センターには、
現行の子ども家庭支援センターと教育センター（教育
相談機能）を一体化した機能を導入するとともに、児
童相談所の機能を備えるものとします。

子ども・若者相談課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・子ども・若者支援センターを開設し、円滑な運営がなされている。
・子ども・若者支援センタ分室の開設に向けた運営準備を行った。
・児童相談所の開設に向け、職員の派遣研修や研修の実施により人
材の確保及び育成を行った。また、東京都から業務の引継を行った。Ａ　実施

・子ども・若者支援センターの開設
・若者相談の開始
・子ども・若者支援センター分室の竣工
・専門職の計画的配置・採用・育成・児童相談所への派遣研修継続
・児童相談所業務の引継
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

女性に対する犯罪の根絶（安全な暮らし）

51

中野区安全・安
心（防犯）メー
ルによる不審者
情報等の区民
等への情報提
供

区内で発生した犯罪情報や不審者情報等を速やか
に情報提供することで、地域の防犯意識を高め犯罪
の抑止につなげます。

防災危機管理課

生活・交通安全分
野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

登録者数について、３５５件増加した。
　　令和2年度　12,077件→令和３年度　12,432件

Ａ　実施

メール登録者　令和３年度年度合計　12,432件

　犯罪情報や不審者情報の提供と併せて、特殊詐欺被害防止(アポ電等)の注意喚起や啓発を
行った。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

女性に対する犯罪の根絶（安全な暮らし）

52

地域団体に対
する防犯カメラ
等設置費の一
部助成

地域内の犯罪の抑止力を高め、区民が安心して生活
を送ることが出来るよう、商店街等に対し防犯カメラ
設置等の経費の一部を助成します。

防災危機管理課

生活・交通安全分
野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　令和２～3年度における防犯設備設置助成については、　新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大を受け、設置を予定していた団体が申請を
取り下げている。

【2年度】団体数12件　カメラ38台 
【3年度】団体数11件　カメラ44台　

Ａ　実施

・防犯設備設置助成　（東京都助成)
　　　申請団体数11件　　　防犯カメラ44台

・防犯設備維持管理費助成(東京都助成により設置した防犯設備が対象)
　　　①中野区独自助成(平成30年度から実施)
　　　②東京都助成（令和元年度から実施）)
　　　　　　　申請団体数78件　　　防犯カメラ549台
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

53
中野就職サ
ポート

区と東京労働局・ハローワーク新宿が、実施体制、連
携方法等一体的な業務運営の事項を定めた協定を
締結。生活困窮者等に対し、就職支援ナビゲーターに
よる職業相談、職業あっ旋・支援プランの作成、求人
端末による求人情報の提供等による支援を実施しま
す。

生活援護課

生活援護分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　相談者個々人の状況や経験に合わせた支援を、中野就職サポート、
中野就労セミナー（就労に向けた準備支援事業）、中野くらしサポート
（生活困窮者の自立支援事業）が相互に連携し、適切な支援が行わ
れた。Ａ　実施

中野就職サポートによる支援者数及び就職者数
支援者数　２２３人（内、女性　５２人）　　　就職者数 １８７人（内、女性　３７人）
就職率 ８３.9％（女性　71.15％）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

54 入院助産

妊産婦が保健上必要であるのにもかかわらず経済的
理由により入院して分娩することが出来ない場合に、
指定の助産施設に入所させる制度です（児童福祉法
第２２条）。

子ども・若者相談課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　本事業が適当と認められる者、特に生活保護受給者に対し、生活保
護担当所管や医療機関等と連携し、適切に入院助産を実施した。

Ａ　実施

2021年度助産施設入所件数１１件
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

55 就学援助

経済的理由によって義務教育を受けることが困難と
認められる児童・生徒の保護者に対して、給食費・学
用品費等学校教育に必要な経費の援助を行います。
特別支援学級に在籍または通級している児童・生徒
の保護者についても特別支援学級就学奨励費の制
度を設けています。

学校教育課

学校教育分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　年度当初、児童・生徒の教育を受ける権利を保障するため、中野区立
の小・中学校に在学する児童・生徒、または中野区に住民票を有し国
立または公立の小・中学校に在学する児童・生徒のすべての保護者
に、就学援助の案内と申請書を配布し、必要とする家庭がもれなく手
続きできるようにしている。

Ａ　実施

【就学援助】
○受給者数　２，５３３人（小学校１，６９７人、中学校８３６人）
○支給費目　学用品費、オンライン学習通信費、新入学学用品費、クラブ活動費、修学旅行費、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　移動教室費、校外活動費、校内鑑賞教室費、卒業記念アルバム代、通学費、給食
　　　　　　　　　　　費、医療費
　　　　　　　　　　（4月新入生を対象とする新入学学用品費は、入学前の3月に支給している）　

【就学奨励】
○受給者数　144人（小学校108人、中学校36人）
○支給費目　学用品費、オンライン学習通信費、新入学学用品費　修学旅行費、　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　校外活動費（宿泊あり・宿泊なし）、職場実習交通費、交流学習交通費、通学費、
　　　　　　　　　　　給食費
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

56 学習支援事業

生活困窮世帯の小・中学生に学習支援を行います。
小学生は学習の仕方を身に付け、学習習慣の定着を
図るとともに、中学生は受験対策としての学習指導に
より高校への進学を目指します。また、保護者には学
習方法のアドバイスや受験についての情報提供等を
行います。

子ども・教育政策課

生活援護分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、会場となる施設の利用
に一定の制限がある中でも、運営を工夫しながら、事業を継続して行
うことで、学びのセーフティーネットとしての役割を果たした。また、年度
途中に、新たに対象となった児童生徒に対して、追加募集を行う等、支
援を必要とする生活困窮世帯へのアプローチを丁寧に行った。
・今後は、中学３年生への夏期特別指導を実施するとともに、対象の拡
大等を含め、事業の充実に向けて検討を進めていく。

Ａ　実施

■受講者数
　　（１）小学生：５９名　　（２）中学生：１８３名
■事業内容
　　（１）小学生
　　　　・国語・算数の２教科について、月３回の集合型個別指導
　　　　・学習相談（受講者・保護者）　　等
　　（２）中学生
　　　　・英語・数学・国語の３教科のうち２教科について、週１回の集合型個別指導
　　　　・学習相談 （受講者・保護者）　　等
■事業効果等
（１）利用者満足度（「満足」「やや満足」と回答した者の割合）
　　　小学生（保護者）：８５．７％　　中学生（生徒）：８３．８％　　中学生（保護者）：８７．０％
（２）学習習慣の定着や学力の向上等への効果（「効果があった」「やや効果があった」と回答し
た者の割合）
　　　小学生（保護者）：６４．３％　　中学生（生徒）：８３．８％　　中学生（保護者）：７１．０％
（３）高等学校等進学率
　　　１００％

- 64 -



中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

57
母子家庭等自
立支援教育訓
練給付金事業

母子家庭の母及び父子家庭の父が、就業につながる
能力開発のために教育訓練指定講座を受講した場
合、教育訓練給付金を支給し、自立を支援します。

子育て支援課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　申請の相談件数はあるものの、実際の支給にいたらないケースがあ
る。前年度に比べて支給件数が減ってしまったため、相談件数が増える
ように今後も周知を行っていく。

Ａ　実施

１　実施内容
教育訓練指定講座を受講し修了した時に受講費用の６０％を給付。雇用保険法の教育訓練給付
金の支給がある場合は差額を支給。

２　主な対象講座・資格
・介護職員初任者研修
・製菓衛生師受験資格取得講座
・簿記２級スピード合格講座

３　事業実績
（１）相談件数　３件
（２）支給件数　２件
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

58

母子家庭等高
等職業訓練促
進給付金等事
業

母子家庭の母及び父子家庭の父が、就業に結びつき
やすい資格を取得するため、養成機関において修業
する場合、高等職業訓練給付金等を支給することで、
修業期間中の経済的負担の軽減と、資格取得後の経
済的自立を促進します。

子育て支援課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

受給者数に大きな変化はない。今後も一定数の受給者が見込まれる。

Ａ　実施

１　実施内容
就業に結びつきやすい国家資格等を取得するための養成機関受講中に月ごとに支給。給付期間
は修業期間１年以上３年まで。修了後には修了支援給付金を支給。

２　主な対象資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、保健師、歯科衛生士、社会福祉士、理容
師、美容師等

３　事業実績
令和３年度受給者　８名
（看護師３、理学療法士１、養護教諭１、保健師１、鍼灸マッサージ師１、保育士１）
支給月数延べ　８１月
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

59
母子生活支援
施設運営

生活・就労・教育・住宅等の解決困難な問題を抱える
１８歳未満の子どもを養育している母子世帯に対し、
専用の施設で養育支援や家庭運営支援、就労支援
等将来の自立に向けた支援を行います。

子育て支援課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・対象となるべき世帯をどのように見極め、必要な入所を促していくか
が課題。
・今後も地域のひとり親の母子世帯の支援を行っていく。

Ａ　実施

１　入所定員１９世帯

２　実績
（１）延在籍世帯数・延在籍者数　１４６世帯・３４２人
（２）新規入所世帯数　２世帯　５人
（３）退所世帯数　　　　　７世帯　１８人
（４）令和４年３月３１日現在　入所世帯数　１０世帯　２３人
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

60
ひとり親家庭
ホームヘルプ
サービス

ひとり親家庭が様々なサービスを活用し社会の一員と
して安心・安全に、かつ自立した生活を営み、子ども
が健全に成長できるよう支援します。小学生以下等の
子どもを養育しているひとり親家庭の保護者や子ども
が病気等で家事や育児に支障がある場合、ホームヘ
ルパーを派遣します。

子育て支援課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・対象や要件が詳細に設定されていることや、休日保育、病児・病後児
保育等他事業を利用することで補完できることから、利用者が少ない。
・令和4年度からは対象を一部拡大し、子どもが急な病気の場合に限
りひとり親家庭でないその他子育て家庭の場合も利用が可能。Ａ　実施

１　実施内容
（１）利用要件
小学生以下の子どもを持つひとり親世帯で、一時的な病気、休日出勤、子どもの急な病気などのために
一時的に育児、家事ができない場合、ホームヘルパーを派遣
（２）実施時間
午前7時から午後10時の間で2時間から11時間（保護者自身が病気の場合は2時間から4時間）
（３）費用
所得に応じ、1時間あたり0円から1,250円

２　事業実績
令和3年度　利用件数3件、延22.5時間
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

61
区営住宅の整
備

健康で文化的な生活を営むに足る住宅を整備し、こ
れを住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で
賃貸することにより、区民生活の安定と社会福祉の増
進に寄与します。

住宅課

住宅政策分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

今後も引き続き適切に運営していく。

Ａ　実施

区民向け事業
　・区営住宅453戸を住宅に困窮する低所得者に対して低廉な使用料で使用を許可し、適切に
運営した。
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対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

62
民間賃貸住宅
への住み替え
支援

区内の民間賃貸住宅に居住するひとり親世帯等が区
内の他の民間賃貸住宅に転居する場合に、その住み
替え住宅の相談及び斡旋をすることで、ひとり親世帯
等の生活の安定と福祉の増進を図ります。

住宅課

住宅政策分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

今後も引き続き相談及び情報提供を実施する。

Ａ　実施

区民向け事業
　・ひとり親世帯等の住宅確保要配慮者が区内の民間賃貸住宅に転居する際の相談及び住み
替え住宅の情報提供
　　住み替え相談件数　536件
　　情報提供申込件数　 26件
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

63
専門相談（人
権擁護相談）

いじめやことばによる暴力、差別、いやがらせ等人権
侵害に関することについて、毎月第１火曜日に専門相
談を実施します。
法務省から委嘱された中野地区の人権擁護委員が
相談員を担当します。

企画課

企画分野、区民
サービス分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・区民が人権相談できる場を年度を通じて提供できるよう、区での人
権擁護委員による対面相談の代わりとして、法務局が実施している電
話またはインターネットよる相談事業を適切に案内している。
・感染症対策を徹底し、相談の再開に向けて人権擁護委員と検討を進
めていく。

Ｂ　全部もしくは一部実
施できなかったが、次年
度以降に実施予定

　新型コロナウイルス感染症の影響により、前年度に引き続き、今年度も実施中止（法務局通知よ
り）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

64

申請書・証明書
等における性
別記載につい
ての点検

性自認を理由とする偏見や差別を無くし、男女共同参
画社会の実現に資するため、各分野で使用する申請
書・証明書における性別記載の必要性について点検
を実施します。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・性別記載の見直しは、順調に進んでいる。
・令和３年度の調査結果を踏まえ、依頼文や調査票等を精査し、改善
の余地があるものについては、性別記載の見直しを働きかけていく。

Ａ　実施

・申請書・証明書等における性別記載点検依頼
　20２１年8月実施（性別記載のある申請書等：1５５件　見直し可：内１７件）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

65
人権教育実践
事例集の作成

学校における人権教育のより一層の充実を図るため
に実践事例集を作成します。
各学校は、この資料を活用し人権教育の全体計画や
年間計画を作成するとともに、教育環境の整備を図
り、人権教育を通して組織的に心の教育の充実を図
ります。

指導室

学校教育分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・教員向け・学校向け事業を計画通り実施することができた。
・作成した「人権教育推進資料」は、紙媒体ではなくデータ資料として
全教員へ配布した。今後、これまで作成してきた資料についても電子
化し、教職員が活用しやすい環境を構築する。Ａ　実施

教員向け事業
・学校における人権教育のより一層の充実を図るために実践事例集を作成、全教員へ配布
　　→「人権教育推進資料」（令和４年３月　中野区人権教育推進委員会）
　　　　　　※中野区人権教育推進委員会：校長、副校・園長、教員７名を委員とした委嘱委員会
　　　　　  ※「人権教育推進資料」掲載のモデル授業の実施：令和３年１０月２２日　緑野中学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年１１月　９日　北原小学校

学校向け事業
・前述の資料を活用した各校における人権教育の全体計画や年間計画の作成
　→人権教育年間指導計画の作成：全３０校
・教育環境の整備及び人権教育を通しての組織的な心の教育の充実
　→令和４年度教育課程への位置付け：全３０校
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

66
職員向け人権
研修

同和問題、性的指向・性自認を理由とする偏見や差
別等、様々な人権課題について、職員向けの研修を実
施します。

企画課、職員課

企画分野、人事分
野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・外部講師及び内部講師により、上記研修を実施し、日常業務に活か
すことができている。
・受講した職員からは「事例に基づき多面的に人権を学べた」等の感
想が聞かれた。
・今後、受講対象者のうち未受講である職員の受講を引き続き促し、職
員の意識向上に努めていく。

Ａ　実施

研修名：令和３年　度実務研修　「人権セミナー」
日時：令和３年１２月７日（火）
受講職員：令和３年度係長職昇任者、係長職６年目の職員及び昨年度までの未受講者　計92
人
（当日参加者　７３人）
内容：人権の様々な課題と同和問題、ＳＤＧｓと人権　等
・第１部（外部講師）　様々な人権課題についての説明
・第２部（企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長）　人権に関する区の取り組みについて　等
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対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

67
健康づくり普及
啓発事業

区が設置する「中野区民の健康づくりを推進する会」
を中心に各種団体と事業連携し、健康づくり普及啓
発事業を実施。５月の世界禁煙デーや１月の健康づく
り月間に合わせた事業を展開します。

保健企画課

福祉推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

今後の新型コロナウイルス感染状況をみながら、事業実施の判断を行
う。

Ｂ　全部もしくは一部実
施できなかったが、次年
度以降に実施予定

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、中止とした。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

68
自殺対策の推
進

自殺に関する正しい知識の普及啓発や、様々な問題
に対応するための相談窓口の周知、ゲートキーパー養
成研修等を実施します。

保健予防課

保健予防分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・ゲートキーパー養成研修については、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止の観点から対面の講演会から動画配信へ形式を変更して
実施したが、時間や場所にとらわれない研修機会を提供することがで
き、より多くの区民に動画を視聴いただけた。なお、自殺対策強化月間
における普及啓発は計画通り実施ができた。
・2022年度のゲートキーパー養成研修については、動画配信も継続し
ながら、対面形式の講演会も実施する予定。

Ａ　実施

【自殺対策強化月間における普及啓発】
（１）図書館展示：南台図書館・8月28日～9月23日、中央図書館・2月26日～3月24日、図書館所蔵の
自殺関連図書・啓発関連図書の展示、リーフレット等の配布
（２）区役所ロビー展示：8月30日～9月2日・3月7日～10日、パネル・ポスター展示・リーフレット等の配
布
（３）区役所横断幕掲示：9月・3月の各1か月間、区役所ベランダ横断幕掲示
（４）中野駅ガード下ギャラリー「夢通り」：9月16日～30日・3月1日～31日、パネル及びポスター・リーフ
レット展示
（１）（２）（４）の展示でリーフレット約100部配布。なお、当該強化月間にあわせ、庁内各部課(410部）
および関係機関（220部）へリーフレット配布を行う。
【ゲートキーパー養成研修】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、あらゆる世代の区民に広く研修機会を提供するという観点
から、当初予定していた講演会形式での開催を変更し、昨年度に引き続き動画配信研修を実施。
テーマ：自殺対策ゲートキーパー研修「悩んでいる人にどう気づき、どうかかわるか」
内容：【第１部】コロナ禍での生活への影響について【第２部】悩んでいる人にどう気づくか【第３部】悩ん
でいる人にどうかかわるか【第４部】ストレスにどう対処するか
講師：NPO法人OVA代表理事/精神保健福祉士 伊藤次郎氏
実施期間：令和3年4月1日～令和4年3月31日
配信方法：中野区YouTubeチャンネルでの配信
動画再生回数：805回
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

69
薬物乱用防止
事業

東京都薬物乱用防止推進地区協議会の活動支援を
通じて、大麻、危険ドラッグ等の薬物乱用を防止する
ための普及啓発を実施します。

生活衛生課

生活環境分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため普及啓発のイベントが
中止になり、これまでのような啓発活動が困難であった。
・今年度は、中学生から募集したポスター・標語の表彰式を実施する予
定である。Ｂ　全部もしくは一部実

施できなかったが、次年
度以降に実施予定

区民向け事業
・帝京平成大学学園祭における啓発
　中学生から募集した薬物乱用防止に関するポスター・標語の展示および啓発物品の配布
　実施日：11月6日、7日
・ポスター・標語入賞作品の展示
　表彰式の代替事業として、中野駅ガード下ギャラリーにて入賞作品を展示
　実施期間：11月16日から25日

区内中学生に向けた事業
・区内の中学に通学する3年生に向け、薬物乱用に関する啓発チラシおよびクリアファイルを作成
し配布
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

70
重症心身障害
児（者）等在宅
レスパイト事業

在宅生活を送っている医療的ケアの必要な重症心身
障害児（者）等に対し、訪問看護師が自宅に出向き、
一定時間家族の代わりに医療的ケアを行うことで、家
族の一時休息（レスパイト）やリフレッシュを図ります。

障害福祉課

障害福祉分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・在宅生活を送っている医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）等
の健康の保持と、介護する家族等の介護に係る負担の軽減が図られ
ている。
・利用者の利便性の向上のため、登録訪問看護ステーションを増やす
こ
とが望ましい。

Ａ　実施

・登録者　3９名
・利用者　20名
・登録訪問看護ステーション 19社
・延利用回数　2７４回
【利用内訳】
　２時間：1４１回　／　２．５時間：３６回　／　３時間：2０回　／　３．５時間：６回　／　４時間：7１回

　平成28年10月事業開始、平成29年7月から、医療的ケアの必要な１８歳未満の医ケア児につ
いても対象とし、利用時間数、利用回数についても拡大した。
　令和２年度4月には新型コロナウイルス感染症対応のため、当該年度に限りサービス提供回数
規定である年間２４回、月４回の上限を撤廃し、年間９６時間を超えない範囲で利用可能とした。
　また、令和2年10月、当該事業の年間利用上限時間を９６時間から１２０時間に拡充した。
　令和4年度からは１月の上限回数を撤廃し、事業を実施している。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

71
子宮頸がん検
診

子宮頸がんを早期発見し、早期治療につなげるため、
２０歳以上の女性を対象に子宮頸がん検診を隔年検
診として実施します。

保健企画課

健康推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により若干受診者数が減少した
が、例年同様に実施し、対象者に受診機会を提供することが出来た。

Ａ　実施

【受診期間】
令和３年６月１日から令和４年２月２８日
【実績】
受診者数：　7,994名
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2022.４現在)

計画策定時所管(2018.3)

2021年度　事業実績

2021年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる
安全・安心な暮らし～

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

72 乳がん検診

乳がんを早期発見し、早期治療につなげるため、４０
歳以上の女性を対象に視触診検査及び乳房Ｘ線検
査（マンモグラフィ検査）を隔年検診として実施しま
す。

保健企画課

健康推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

対象者に受診機会を提供することが出来た。

Ａ　実施

【受診期間】
　令和３年６月１日から令和４年２月２８日

【実績】
　受診者数：視触診検査　　　　　　 ４，６８１人
　　　　　　　　　　マンモグラフィ検査　５，５８４人
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